
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

平成 30 年度保育園入園一斉受付について（予定） 
※一斉受付期間以外の申し込みは、入園希望月の２か月前までに提出してください。 

     

〒427-8501 

島田市中央町 1 番の 1 

島田市役所 こども未来部 保育支援課 

TEL0547-36-7195  

FAX0547-36-8006 

mail：hoiku@city.shimada.lg.jp 

 

 

詳しいことは保育

支援課にお問合せ

ください。 

 

承諾後に必要な書類の提出 

・平成 2８年分市民税申告書（写） 

（課税対象とならない収入のある方） 

・就労証明書または就労確認書 

（申し込み時と変更のある方） 

・平成 2９年度市町村民税の課税証明書 

（平成 2９年 1 月 1 日以降島田市に転

入した方） 

・島田市税等口座振替依頼書 

（金融機関に提出）  

認
定
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９
月
上
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・配布場所は島田市保育支援課、金谷北・南地域総合課、川根地域総合課です。 

・各保育園では、書類配布・受付を行いません。 

・郵送、電子メールでの提出は不可です。 

・先着順ではありません。 

・書類の提出漏れや不備のある場合は選考対象となりません。必要書類を全てご準備してから提出してください。 

・０歳児（８月以降入園）は、入園希望月の３ヶ月前に入園承諾・不承諾の通知を発送予定です。 

・認定証は「２号認定」又は「３号認定」、「保育の必要量」を認定します。「保育の必要量」を認定するもので 

保育園の入園内定ではありません。一斉受付の場合、認定事務が集中するため審査に時間を要することか 

ら認定結果は１月に入園承諾・不承諾の通知と一緒にお知らせします。 

・不承諾の場合でも、選考後に入園可能な施設があるときは、希望する方を対象に再選考を行います。 

 

一
斉
受
付
期
間 

９
月
中
旬
～
１
０
月
中
旬 

※
例
年
よ
り
半
月
程
度
早
く
な
る
予
定
で
す
の
で
ご
注
意 

く
だ
さ
い
。 

 

認
定
証
、
入
園
承
諾
・
不
承
諾
の
通
知 

 

１
月
発
送 

 

再
選
考
結
果
の
通
知 

平
成
３
０
年
２
月
発
送 

各
保
育
園
で
入
園
説
明
会
実
施 

入
園
時
期
に
よ
り
ま
す
。 

 

保
育
園
で
の
親
子
面
接 

２
月
頃 

 

９月        10 月     1 月    2 月                          3 月          翌 4 月 

入 
 

 

園 


